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住まいの地震保険の概要  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ○ 火災保険では、地震による火災（延焼･拡大を含む）は補償されない。 
 【理由】地震リスクは、次の３点から通常の損害保険になじまない性質を有する。 
     ①巨大損害の可能性、②発生時期･頻度の予測の困難性、③広域災害の可能性 
 ⇒ 政府と民間の共同運営による「地震保険」が必要 

 ２．地震保険の必要性・・・震災等に対する経済的備えとして基幹的な制度 

 
 ○ １９６４（Ｓ３９）年  新潟地震発生（これを契機に地震保険創設への要望が高まる） 
 ○ １９６６（Ｓ４１）年  「地震保険に関する法律」制定、地震保険制度発足（全損のみ補償） 
 ○ １９８０（Ｓ５５）年  補償範囲の拡大（全損に加え、半損も補償） 
 ○ １９９１（Ｈ ３）年  補償範囲の拡大（全損･半損に加え、一部損も補償） 
 ○ １９９６（Ｈ ８）年  家財の補償内容の改善、契約金額の限度額引上げ 
 ○ ２００１（Ｈ１３）年  保険料一部引下げ、建物の耐震性能に応じた割引制度（建築年割引・耐震等級割引）導入 
 ◆ ２００７（Ｈ１９）年１０月（予定）保険料の改定、割引制度拡充（免震建築物割引・耐震診断割引） 
                                ※５．料率改定の内容（２００７年１０月１日以降）（Ｐ３）参照 

 ３．地震保険の誕生と改善 

 
（１）地震･噴火･津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償 
（２）法律（「地震保険に関する法律」）に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営 
（３）一定規模以上の支払保険金が生じた場合、保険金の一部を政府が負担（政府再保険） 
（４）地震災害による被災者の生活の安定に寄与することが目的 

 １．地震保険とは・・・自助を基本としつつ、再保険を通じ政府が支援する制度 

１ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１）補償対象 
    居住用建物と生活用動産（家財）が対象 
     ※ 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物には、地震保険は契約できない。 
（２）支払対象の損害 
    地震･噴火･津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償 
      
（３）契約方法、契約金額 
   ① 火災保険とセットで契約 
   ② 地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の３０％～５０％の範囲内で決める。ただし、建物は５，０００万円、 
      家財は１，０００万円が限度額となる。 
（４）保険料と割引制度（現在の内容） 
   （リスクに応じた保険料区分） 
    建物の構造が木造か非木造（鉄筋コンクリート造･鉄骨造）かの２区分、

および都道府県別に危険度が１等地から４等地の４区分により異なる。 
     
   （建物の耐震性能に応じた割引制度） 
     建築年割引      ：昭和５６年６月１日以降に新築された建物 １０％割引  
     耐震等級割引：住宅の耐震等級に応じて１０～３０％割引  
 
（５）保険金の支払 
    損害が建物･家財の時価の何割に達したかによって、「全損」、「半損」、「一部損」に区別される。「全損」の場合は契約金額

の全額、半損の場合は契約金額の５０％、一部損の場合は契約金額の５％が支払われる。 

 
（６）１回の地震等による総支払限度額 
    ５兆円  ※ 関東大震災クラスの大地震が発生しても保険金の支払に支障がないよう設定（見直し）されている。 

 ４．地震保険の内容 

 ＜保険料例：建物構造・都道府県により異なる＞ 
 契約金額 保険料 

建 物 1,000 万円 5,000 円～35,500 円 

家 財   500 万円 2,500 円～17,750 円 

合 計 1,500 万円 7,500 円～53,250 円 

※上記保険料から耐震性能に応じて左記の割引が 
 適用される場合がある。
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（１）料率の改定 
   ◆損害保険料率算出機構による地震保険料率の算出方法の全面的見直しの結果に基づく改定 
    ＜算出方法の見直し＞ 
     政府の地震調査研究推進本部による「確率論的地震動予測地図」（ハザードマップ）を活用して算出 
      【現 行】                       【新手法】 
 
 
 
   ◆全国平均で７.７％の引き下げ 
     最大引上げ率：３０％、 最大引下げ率：▲６３％ 
 
（２）割引制度の拡大 
 

免震建築物割引：３０％割引 耐震診断割引 ：１０％割引 

対象：住宅性能表示制度（住宅性能評価書）により、

   免震建築物と評価された建物および収容家財 
対象：耐震診断または耐震改修により、現行耐震基準に

   適合していると確認された建物および収容家財 

 
（３）実施日 
    ２００７年１０月１日以降危険開始の契約より適用 
 

 ５．料率改定の内容（２００７年１０月１日以降）

３ 

過去約５００年間に発生した３７５の被害地震に 
よる被害想定（保険金支払予測）を基に料率算出 

今後発生し、被害をもたらす可能性のあるすべての

地震を対象に料率算出（約７３万震源モデル）



 世帯数 契約件数 世帯加入率 火災保険への

（％） 付帯率（％）

1993 年度 43,665,843 3,075,149 7.0

1994 年度 44,235,735 3,968,835 9.0

1995 年度 44,830,961 5,181,407 11.6

1996 年度 45,498,173 5,975,416 13.1

1997 年度 46,156,796 6,565,221 14.2

1998 年度 46,811,712 6,923,684 14.8

1999 年度 47,419,905 7,325,847 15.4

2000 年度 48,015,251 7,664,480 16.0

2001 年度 48,637,789 7,883,873 16.2 33.5

2002 年度 49,260,791 8,078,780 16.4 33.3

2003 年度 49,837,731 8,564,002 17.2 34.9

2004 年度 50,382,081 9,324,901 18.5 37.4

2005 年度 51,102,005 10,246,735 20.1 40.3

（注） 1. 契約件数は、各年度末の地震保険保有契約件数に基づく(証券単位)

3. 火災保険への付帯率は、当該年度中に契約された火災保険契約（住宅物件）に地震保険契約が付帯されている割合。

（出典）損害保険料率算出機構調べ

（ご参考）地震保険の契約件数・世帯加入率・付帯率の推移

2. 世帯加入率は、年度末の地震保険契約件数を当該年度末の住民基本台帳に基づく世帯数で除したもの。
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（注）１．火災保険では、地震･噴火･津波による損害は、火災損害（延焼･拡大を含む）を含め補償されません。詳しくは「地震への備え 大丈夫？」をご参照ください。
　　　２．特約火災保険とは、住宅金融支援機構特約火災保険などをいいます。

　特約火災の場合は、

　 保険金額
★
 × 15％（300万円限度）

③ 保険金額
★
 ×  ５％ （100万円限度）

①100％補償、②限度額300万円、実損
害額を補償するなどの商品あり

②床上浸水で保険価額
　の15％以上30％未
　満

② 保険金額
★
 × 10％（200万円限度）

★いずれも保険価額限度。

－

住宅総合保険とほぼ同
じ

③床上浸水で保険価額
　の15％未満

－

－－

損害(額)が

①保険価額の30％以
　上

① 保険金額
★
 ×

損害額

保険価額
 × 70％損害額が

20万円以上

① 保険金額≧保険価額×80％
★
の場合

② 保険金額＜保険価額×80％
★
の場合

保険価額×80％
★

保険金額

　⇒損害額
◆
の全額

　⇒損害額
◆ 
×

※いずれも保険金額限度。

★特約火災保険の場合は、保険価額の
　70％で計算。

住宅総合保険等と同
じ（損害額が20万円
未満でも補償する商
品あり）

実損害額を補償するなどの商品あり

－

◆団地保険の場合は、「損害額」を「損
　害額－3,000円」と読み替え。

住宅火災保険

住宅総合保険

補償 支払条件 保険金

水　災

補償 支払条件 保険金

風災・ひょう災・雪災

特約火災保険

補償内容を
充実させた

新型の火災保険

団 地 保 険

本表は、自然災害に対する火災保険等の一般的な補償内容等を示
したもので、損害保険会社・商品により名称・補償内容等が異な
ります、


